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被災者生活支援（保健福祉部） 
※下線…更新部分 

１ 各種支援制度の支給実績報告（2019年 11月６日～2020年 12月 25日現在）            
 

■ 市災害見舞金、義援金、特別給付金 

【全   壊】 

支給件数：585件／罹災証明書交付件数：632件（92.6％） 

※支給額（世帯）：（見舞金）10万円＋2万円／人（義援金）55.86万円 

【大規模半壊】 

支給件数：867件／罹災証明書交付件数：943件（91.9％） 

※支給額（世帯）：（見舞金）5万円＋1万円／人（義援金）27.84万円 

【半   壊】 

支給件数：2,668件／罹災証明書交付件数：2,938件（90.8％） 

※支給額（世帯）：（見舞金）5万円＋1万円/人（義援金）27.84万円（特別給付金）10万円 

【床上浸水】 

支給件数：5件／罹災証明書交付件数：5件（100.0％） 

※支給額（世帯）：（見舞金）3万円（義援金）13.92万円（特別給付金）10万円 

【一部損壊（準半壊）】 

支給件数：1件／罹災証明書交付件数：1件（100％） 

※支給額（世帯）：（義援金）13.92万円 

【一部損壊（10％未満）】 

支給件数：690件／罹災証明書交付件数：1,107件（62.3％） 

※支給額（世帯）：（義援金）6.96万円 

 〈義援金：第一次～第三次配分までの合算額(第一次配分 2019.12.25～支給開始、 

第二次配分 2020.3.13～支給開始、第三次配分 2020.8.21～支給開始）〉 

 
■ 生活再建支援金 

【全   壊】※支給額（世帯）：（基礎）100万円＋（加算）50万円～200万円 

（基礎支援金）進達件数：542件／罹災証明書交付件数：632件（84.0％） 

（加算支援金）進達件数：346件／罹災証明書交付件数：632件（49.2％） 
 

【大規模半壊】※支給額（世帯）：（基礎）50万円＋（加算）50万円～200万円 

（基礎支援金）進達件数：770件／罹災証明書交付件数：941件（81.8％） 

（加算支援金）進達件数：475件／罹災証明書交付件数：941件（50.5％） 

 

２ 義援金・支援金の状況報告（2019年 10月 17日～2020年 12月 25日現在）             
 
■ 義援金・支援金件数 

○義援金件数  202件    金額： 50,824,007円 

○支援金件数  119件    金額： 67,272,674円 

（募集期間：令和元年 10月 17日～令和 3年 3月 31日） 

※義援金：生活支援や再建のため、被害の程度に応じて被災者に直接届ける。 

※支援金：道路の補修など、郡山市が行う災害復旧事業の財源として活用する。 
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３ 障害福祉サービス等の自己負担額の減免                    
 

■ 障害福祉サービス(2019年10月～2020年９月サービス利用分) 
 

  対象者無し 

 

■ 障害児通所支援(2019年10月～2020年９月利用分) 
 

利用月 対象者数(名) 減免額(円) 

2019 10 5 15,852 

 11 5 18,400 

 12 5 18,400 

2020 1 5 18,400 

 2 5 17,116 

 3 4 13,800 

 4 4 10,496 

 5 5 12,200 

 6 5 16,609 

 7 5 17,134 

 8 5 15,581 

 9 5 17,559 

計 58 191,547 

※住家が床上浸水以上の被災者については、2019年10月から2020年9月までの障害福祉サー

ビス等自己負担額について、支払いを要しないこととしている。 

 

■ 日常生活用具給付等(2019年10月～2020年９月申請分) 
 

申請月 対象者数(名) 給付件数(件) 減免額(円) 

2019 12 1 5 26,310 

2020 3 1 1 968 

計 2 6 27,278 

※住家が床上浸水以上の被災者については、2019年10月から2020年9月までの日常生活用具

給付等自己負担額について、支払いを要しないこととしている。 

 

■ 補装具の自己負担額の減免(2019年10月～2020年９月申請分) 
 

申請月 対象者数(名) 給付件数(件) 減免額(円) 

2020 2 1 1 8,087 

計 1 1 8,087 

※住家が床上浸水以上の被災者については、2019年10月から2020年9月までの補装具費自己

負担額について、支払いを要しないこととしている。 
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４ 介護保険料の減免                              
 

■ 平成 31年度介護保険料の減免申請処理状況 
 
【処理状況】 

処理状況  件数 割合 

2020年 12月 15日減免通知発送分(既発送含む) 1,759件 95.8％ 

回答待ち（受取保険料） 10件 0.5％ 

対象外（減免すべき保険料が無い方、被災が非居住家屋の方） 67件 3.7％ 

合計 1,836件 100％ 

 
【減免状況】 

2020年 12月 15日減免通知発送分(既発送含む)   （単位：円） 

判定区分 減免割合 件数 減免額 

減免 

損害程度が 50％以上 全部 1,174件 36,902,450 

〃 が 30％以上 50％未満 1/2 473件 7,574,750 

事業所得の減収  3件 87,760 

却下 〃 が 30％未満  109件  

 合計 1,759件 44,564,960 

 

■ 令和２年度介護保険料の減免申請処理状況 
 
【処理状況】 

処理状況  件数 割合 

2020年 12月 15日減免通知発送分(既発送含む) 1,713件 97.3％ 

回答待ち（受取保険料） 10件 0.6％ 

対象外（減免すべき保険料が無い方、被災が非居住家屋の方） 38件 2.1％ 

合計 1,761件 100％ 

 
【減免状況】 

2020年 12月 15日減免通知発送分(既発送含む)   （単位：円） 

判定区分 減免割合 件数 減免額 

減免 

損害程度が 50％以上 全部 1,161件 34,807,510 

〃 が 30％以上 50％未満 1/2 472件 7,141,520 

事業所得の減収  2件 59,150 

却下 〃 が 30％未満  78件  

 合計 1,713件 42,008,180 
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５ 介護保険サービス利用者自己負担金の支払免除                 
  

2019年 10月～2020年 9月サービス利用分  

  【介護給付・介護予防給付】 

利用月 対象者数 支払免除額 

2019年 10月利用分 192名 2,314,943円 

 11月利用分 195名 3,171,062円 

 12月利用分 235名 3,927,892円 

2020年 1月利用分 245名 4,381,386円 

 2月利用分 237名 3,566,223円 

 3月利用分 258名 4,442,778円 

 4月利用分 258名 3,932,333円 

 5月利用分 265名 4,768,655円 

 6月利用分 267名 4,298,407円 

 7月利用分 273名 4,219,619円 

 8月利用分 267名 4,497,135円 

 9月利用分 273名 4,167,876円 

計 
2,965名 

(実数342名) 
累計47,688,309円 

 

 

【総合事業分】 

利用月 対象者数 支払免除額 

2019年 10月利用分 57名 151,174円 

 11月利用分 40名 102,986円 

 12月利用分 44名 123,846円 

2020年 1月利用分 53名 165,591円 

 2月利用分 52名 157,913円 

 3月利用分 56名 171,442円 

 4月利用分 46名 134,840円 

 5月利用分 54名 171,020円 

 6月利用分 63名 186,247円 

 7月利用分 66名 186,309円 

 8月利用分 64名 180,346円 

 9月利用分 64名 190,849円 

計 
 659名 

(実数97名) 
累計1,922,563円 

※住家が床上浸水以上の被災者については、2019 年 10 月から 2020 年 9 月までの介護サービス
利用分について、支払いを要しないこととしている。 
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６ 見守り・相談支援                               
 

■ 高齢者あんしんセンター（地域包括支援センター） 

 〇 被災した高齢者等に対しての継続的な支援 

 

■ 介護サービス事業所 

 〇 在宅サービスを提供する市内の介護サービス事業所（356 事業所）に対し、避難所から

在宅に戻られた高齢者への適切なサービス提供について通知（令和元年 12 月 25日付け） 

 

■ 郡山市社会福祉協議会 

〇 東日本大震災の被災に伴い応急仮設住宅等に入居する方の支援を行っている「生活支援 

相談員」が台風第１９号での住宅被災により借り上げ住宅・公営住宅等に入居する被災者も 

対象として見守りや相談支援等を継続して実施 

 


